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書式第６号の②（法第４４条・５１条関係） 
 

 

認定基準等チェック表（第２表 条例個別指定法人用）   

法人名 特定非営利活動法人河川から環境を考える○○会 ﾁ ｪ ｯ ｸ 欄 

２  実績判定期間における事業活動のうち次の活動の占める割合が５０％未満であること ✔ 

 イ  会員等に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供（以下「資産の譲渡等」という。）、

会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動（資産の譲渡等のうち

対価を得ないで行われるもの等を除く。） 

 ロ  会員等、特定の団体の構成員、特定の職域に属する者その他便益の及ぶ者が特定の範囲の者で

ある活動（地縁に基づく地域に居住する者等に対する活動及び会員等に対する資産の譲渡等を除

く。） 

  ハ  特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動 

  ニ  特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動 

実 績 判 定 期 間 
 
 

 
すべての事業活動に係る金額等 ……………………… ①  

（指標       ） 

11,108,000 円 
 

 

 ①のうちイ～ニの活動に係る金額等 ……………………… ② 0 円  

 
 

イ 

会員等に対する資産の譲渡等の活動（対価を得ないで行わ

れるもの等を除く。）に係る金額等 
ⓐ  

0 円 
 

会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が

会員等である活動に係る金額等 
ⓑ  

0 円 
 

ロ 便益が及ぶ者が特定の範囲の者である活動に係る金額等 ⓒ 0 円 

ハ 特定の著作物又は特定の者に関する活動に係る金額等 ⓓ 0 円 

ニ 
特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を

求める活動に係る金額等 
ⓔ  

0 円 
合     計     （ⓐ＋ⓑ＋ⓒ＋ⓓ＋ⓔ） ⓕ 0 円 ➯②へ 

 

 基準となる割合 （②÷①） ……………………………… ③ 0％  

                 

 

 

 

 

 

 

第１表で条例個別指定基準
を適用した場合のみ、こちら
の書式を使用します。 

条例個別指定法人用の場合、地縁に基づく地域
に居住する者に関する基準は除外されます。 

記載例




